
児童手当拡充に係る補正予算について 

 

１．施策の目的 

全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを明確化するため、制

度の拡充を行う。 

 

２．拡充の内容 

令和６年 10月分（12 月支給分）から次のとおり抜本的拡充を行う。 

① 所得制限を撤廃し、全員を支給対象とする 

② 支給期間を高校生年代まで延長する 

③ 第３子以降の支給額を月３万円とする 

④ 支給月を隔月（偶数月）の年６回とする 

 

３．支給対象者（10月以降見込） 

 【拡充前】1,834世帯 3,380人  

【拡充後】2,997世帯 4,970人 （4月 30日時点住基データ＋見込） 

 

４．補正予算額－歳出  120,454千円（116,808千円） (１)～（６）（（６）は総務課計上） 

 （１）報酬等     999千円 （会計年度任用職員） 

（２）印刷製本費    25千円 （返信用封筒印刷代） 

 （３）通信運搬費   516千円 （申請書・周知案内等） 

 （４）銀行振込手数料 408千円 

 （５）扶助費   114,860千円  
 
 （６）神奈川県町村情報システム改修費【総務課予算】 3,646千円 

 

５．補正予算額－歳入  117,287千円 

 （１）児童手当国庫負担金       108,527千円 歳出（５） 

 （２）子ども・子育て支援事業費補助金 

（児童手当制度改正実施円滑化事業） 5,594千円 歳出（１）～（４）、（６）の合計 

 （３）児童手当県負担金         3,166千円 歳出（５） 
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